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（食の安全・安心と基盤整備） 

・ 「水」や「農地」といった生産基盤は、安全・安心な食料を供給するための産地の取

組の基礎的な条件として重要です。 

・ かんがい用水を利用した土壌消毒など基盤整備の成果を活用した新しい技術の普及・

定着を促進するための取組が必要です。 

 

＜内容＞ 

食の安全･安心を確保するための新技術に関する実証圃の設置･検証、モデル地区に対す

る技術的な支援、安全･安心を推進する基盤整備にかかる情報の収集提供、廃棄物の効率

的な処理に係る支援を実施し、食の安全・安心に配慮した基盤整備を推進します。 

 

＜事業実施主体等＞ 

１．事業実施主体  民間団体、都道府県土地改良事業団体連合会、 

土地改良区等 

２．補助率     １／２（廃棄物の効率的な処理に係る支援） 
定額（上記以外） 

３．事業実施期間  平成１９年度～平成２１年度 
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かんがい用水を活用した土壌消毒など、食の安全・安心を確保するための基

盤整備に関する新技術導入を支援します。 

対策のポイント 

 

食の安全・安心に配慮した基盤整備に取り組むモデル地区を３年間で２０地

区育成 

政策目標 


